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EXPERT VIEW：【日系企業のための中国法令・政策の動き】 
 

今回は2014年3月中旬から下旬にかけて公布された政策・法令をとりあげました。一部それ以前に公布され、公

表が遅れたものを含んでいます。 

［規則］ 

○「交通運輸部の外商投資道路運輸

業プロジェクト審査・認可権限下部委

譲後の関係業務を適切に行うことに

関する通知」（交運発［2014］70 号、

2014 年 3 月 10 日発布・実施） 

 

 

○「税関総署の一部規則の廃止に関す

る決定」（税関総署令第216号、2014

年 3 月 12 日公布・施行） 

 

 

 

 

○「税関輸入貨物直接積み戻し管理弁

法」（税関総署令第217号、2014年 3

月 12 日公布・施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「税関加工貿易貨物監督管理弁法」

(税関総署令第 219 号、2014 年 3 月

12 日公布・施行) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 11 月に外商投資道路運輸業の認可権が交通運輸部から省級

交通運輸部門に委譲され、今年 1月には「外商投資道路運輸業管

理規定」が改正されたが、これを受けて省級交通運輸部門の審査・

認可手続きに関わる申請資料、審査基準を示したもの。■道路貨物

運輸業と道路旅客運輸業での企業設立、経営範囲拡大、分公司設

立及び認可事項の変更を申請する場合に適用される。 

 

昨年来、国務院が推進している政府の職能転換に伴う行政の簡素

化と権限委譲の一環として、税関の規則 4本が廃止されたもの。■

その中に、「税関加工貿易保税貨物の税関区を跨がる深加工結転

（注：加工貿易企業間の国内保税取引）に関する管理弁法」が含ま

れている。この弁法の廃止は、今後、新たに制定されるためと見ら

れる。 

 

2007 年 4 月 1 日施行の同名の弁法が廃止され、新たに制定された

もの。輸入貨物の直接積み戻し（返送）の条件・手続きを規定してい

る。■積み戻しの条件は、①国の政策調整により荷受人が証書

（注：輸入許可証等）を提出できない場合、②荷送り・荷卸し等に誤り

があり、その証明書を提出できる場合、③荷送り人・荷受け人双方

が積み戻しに同意し、その証明書を提出できる場合、④貿易上の紛

争があり、効力のある裁判所の判決書、仲裁機関の裁決書または

係争のない有効な所有権証書を提出できる場合、⑤貨物に損傷が

あるか、国の検査検疫に合格せず、検査検疫部門の発行した証明

書がある場合。■上記に該当する場合の積み戻しの決定権を直属

税関（注：省・自治区・直轄市の最高位税関）またはその授権した所

属税関から貨物所在地税関に委譲し、また対象貨物を税関に未申

告、申告済みの場合に分けると共に、それぞれの手続きを簡素化し

ている。 

 

加工貿易に関する税関の基本規則。同名の弁法（2004年2月26日

公布、2008 年 3 月 1 日・2010 年 12 月 5 日改正施行）が廃止され、

新たに制定されたもの。■前の弁法から大きな変更はないが、一部

条件が緩和され、手続きが簡素化されている。主に、①加工貿易企

業に対する年度報告の提出義務が取り消されたこと、②税関の監

督管理上のリスクがある場合の税関への保証状の提供機関として

「非銀行金融機関」が追加されたこと、■③外注加工について、税関

への届出期限が3業務日以内と明示されると共に、保証金または保

証状の差し入れが必要な条件が全工程の加工を委託する場合のみ

とされたこと（旧弁法ではほかに、ⅰ）税関の管轄区域を越えて外注

加工を行う場合、ⅱ）外注加工した貨物を回収せずに直接輸出する

場合、ⅲ）企業に密輸・違法の嫌疑があり、税関が調査中で結審し

ていない場合、が規定）、■④保税輸入の原材料・部品を未加工の
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○「税関輸出入貨物通関申告書修正・

撤回管理弁法」（税関総署令第 220

号、2014 年 3 月 13 日公布・施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「税関通関単位登録登記管理規定」

（税関総署令第 221 号、2014 年 3 月

13 日公布・施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「金融リース公司管理弁法」（中国銀

行業監督管理委員会令 2014 年第 3

号、2014 年 3 月 13 日公布・施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「外貨市場での人民元対米ドル為替

相場の変動幅拡大の決定に関する

公告」（中国人民銀行広告［2014］第

5 号、2014 年 3 月 14 日、同年 3 月

17 日実施） 

 

まま再輸出する場合の通関許可条件として、製品輸出後にアフター

サービスのために未加工品を輸出する場合、が追加されたこと、⑤

加工貿易貨物の廃棄に関する規定が削除されたこと（ただし廃棄時

の税関の許可が不要となるかは不明）、など。 

 

2006 年 2 月 1 日施行の同名の弁法が廃止され、新たに制定された

もの。■新弁法の趣旨は、条件の緩和と手続きの簡素化。主な変更

点は、①輸出入貨物の通関申告書の修正・撤回の条件について、

旧弁法の「確実に正当な理由がある場合」から「規定の状況に適合

する場合」とされ、状況に適合すれば自動的に修正・撤回を認めると

されたこと、■②同じく修正・撤回を申請できる状況について、ⅰ）税

の還付・追徴、税関への担保提供等により必要な場合、ⅱ）通関申

告済みの輸入貨物について直接積み戻し手続きを行うために必要

な場合、が追加される一方、通関員の操作・記入に誤りがあり、かつ

密輸その他の違法の嫌疑が発見されない場合、が削除されたこと、

■③状況毎の申請資料が明示されると共に、手続きが簡素化され

たこと。 

 

通関専門企業（原文は「報関企業」）とその他の一般企業（原文は

「進出口貨物収発貨人」）の税関登録登記に関する基本規定。2005

年 6月 1日施行の同名の規定が廃止され、新たに制定されたもの。

■新規定の趣旨は、条件緩和と手続き簡素化。一般企業に関する

規定の主な変更点は、①税関登録登記の際の申請資料が簡素化さ

れ、「申請資料が完全で法定形式に合致していれば、『税関通関単

位登録登記証書』を発行する」とされたこと、②「税関通関単位登録

登記証書」の有効期限が 2年から「長期」に変更されたこと、③通関

専用印の使用可能地域が「全国の各港または税関監督管理業務集

中地」から「国内の全管轄地域」に拡大されたこと。■一方で、監督

管理の強化に関する規定が設けられ、毎年 6月 30日までに登録地

税関に「通関単位登録情報年度報告」を提出することとされたほか、

通関員の税関への届出義務が定められ、変更した場合の届出期限

が変更時から 30 日以内とされた。 

 

同名の弁法（2007 年 3 月 1 日施行）が廃止され、新たに制定された

もの。金融リース公司は、中国銀行業監督管理委員会が認可する

ファイナンスリース業務を主とする非銀行金融機関をいう。■旧弁法

からの主な変更点は、①出資者が以前の主要出資者と一般出資者

から発起人に変わり、5 種類の機関（国内外の商業銀行、ファイナン

スリース取引製品を製造する国内大型企業、国外のファイナンスリ

ース会社、その他の国内法人、その他の国外金融機関）が発起人と

されると共に、発起人の中に1社以上の商業銀行、国内の製造企業

または国外のファイナンスリース会社を含めなければならず、その

出資比率は 30%以上とされたこと、■②一般の業務範囲が拡大され

たこと（出資者の預金引き受け業務の条件緩和、ファイナンスリース

資産の譲渡対象の拡大、固定収益型証券投資業務の追加）、■③

特別許可業務が規定されたこと（債券発行、国内の保税地区でのプ

ロジェクト公司の設立を通じたファイナンスリース業務、資産証券

化、マジョリティを持つ子会社及びプロジェクト公司への債務保証）、

など。 

 

銀行間直物為替市場での人民元の対米ドルレートの変動幅を 1%か

ら 2%に拡大することについての公告。■同時に、外為指定銀行の対

顧客相場について、1日の最高電信売り相場（TTS）と最低電信買い

相場（TTB）の差額制限を仲値の 2%から 3%に拡大するとしている。 
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［地方規則］ 

○「上海市工商行政管理局の『中国

（上海）自由貿易試験区企業年度報

告開示弁法（試行）』、『中国（上海）

自由貿易試験区企業経営異常名簿

管理弁法』の印刷・発布に関する通

知」（滬工商管［2014］49 号、2014 年

3 月 3 日発布・実施） 

 

中国（上海）自由貿易試験区では、企業に対する年度検査を取り止

め、代わりに年度報告を開示すると共に、規定の期限内に年度報告

を開示しないか、登記住所・経営場所との連絡がつかない企業を

「経営異常名簿」で公示するという制度を試行することが明らかにさ

れていたが、これらに関する管理規則が制定されたもの。■年度報

告は、毎年3月 1日から 6月 30日までの間に企業が上海市工商行

政管理局の企業信用情報公示システムを通じて提出、開示する。年

度報告に記載する情報は、登記・届出事項、登録資本の払い込み

状況、資産状況、運営状況、従業員数、連絡方法等とされている。

また、特定の企業（上場公司、登録資本が 2千万元以上の公司、年

度売上が 2千万元以上の公司、金融・不動産開発・教育訓練・建築

施工などの公司など）については、別に年度監査報告書の提出も必

要とされている。■「経営異常名簿」も、上記と同じシステムを通じて

公示される。その内容は、企業の名称、登記番号、法定代表者（責

任者）の氏名、名簿記載の決定日、記載の理由とされている。また、

企業が3年連続で「経営異常名簿」に記載された場合は「永久記載」

とされ、それに責任を負う法定代表者（責任者）は 3年間他の企業

の法定代表者（責任者）になってはならないとされている。■試験区

では今年から試行されるが、他の地区でも既に年度検査の取り止

めが通知される一方、年度報告制の実施が予告されていることか

ら、同様の制度が来年にも実施されるものと見られる。 

 

（本シリーズは、原則として隔週で掲載しています。） 

 
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

国際本部 海外アドバイザリー事業部 
池上隆介
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【経済】 

◆人民銀行第 1四半期景況感アンケート 企業、銀行の景況感ともに低下気味 

中国人民銀行は 21 日、企業、金融機関、都市部預金者を対象とした 2014 年第 1四半期の景況感アンケー
ト調査を発表した。企業経営者のマクロ経済景況感指数は 33.4 となり、前期比▲1.3 ポイント、前年同
期比▲2.2 ポイントとそれぞれ低下した。足元の景気について、「正常」と感じている人の割合は前期比
▲1.6%の 62.7%、「冷え気味」とする割合は前期比 2.0%増加して 35.2%となった。また、輸出受注指数は
前期比▲3.3 ポイントの 45.4、中国国内受注指数についても、前期比▲5.0 ポイントの 44.4 だった。銀
行経営者のマクロ経済景況感指数も前期に比べ▲2.2 ポイントの 36.4 となり、足元の景気について「正
常」とする割合は前期比▲4.5%の 65.2%、「冷え気味」は 4.5%増加の 31%に拡大。企業経営者、銀行経営
者の間で足元の景気に対する減速感がみられた。一方、預金者の物価満足度指数は前期から 3.1 ポイント
上昇し 23.6 となり、物価について「高すぎて受け入れがたい」と感じている人は前期比▲5.8%の 55.8%、
今後の物価について上昇すると考えている人は前期より▲11.9%の 32.6％にとどまった。また不動産価格
については「高すぎて受け入れがたい」と感じている人は前期比▲2.2%の 64.3%、このうち、三線都市と
呼ばれる比較的発展した中小都市での不動産価格高騰感に若干緩みがみられ、前期比▲3.9%の 63.1%に減
少している。また、預金者の今後の貯蓄、投資、消費に対する意欲調査では、「貯蓄志向」とした割合が
44.2％と依然半数近くを占めたものの、前期比 3.2%減少。「消費志向」の割合も前期より 1.6%減少の 17.6%
となった。一方「投資志向」の割合は前期比 4.8%拡大の 38.2%で、投資項目別の割合を見ると、「財テク
商品(31.8%)」「不動産(16.2%)」「債権(13.7%)」への投資が好まれている傾向が示された。 
 

【産業】 
◆2 月の 70 大中都市住宅価格 前月比上昇 57 都市に減少 
国家統計局は 18 日、2月の 70 大中都市の不動産価格指数を発表した。新築商品住宅の価格が前月比で上
昇した都市数は 70 都市中 57 都市と、前月の 62 都市から減少したが、対前年同月比で価格が上昇した都
市数は前月と横ばいの 69 都市で、10 ヶ月連続同水準での推移となった。うち、価格の上昇幅が最も大き
かったのは上海市で前年同月比+18.7%、続いて広州市が同+15.9%、深圳市が同+15.9%、北京市が同+15.5%
となり、いずれも前月より上昇幅が縮小した。また、中古住宅の価格で前月比上昇した都市数は前月の
48 都市から 46 都市に減少したものの、対前年同月比で価格が上昇した都市数は前月と横ばいの 69 都市
だった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【貿易・投資】 
◆2 月の対内直接投資 前年同月比+4.05%の小幅増 
商務部の 18 日の発表によると、2 月の対内直接投資額（実行ベース）が前年同月比+4.05%の 85.46 億米
ドルと、伸びは 1月の+16.11%から鈍化したものの、13 ヶ月連続で前年比プラスとなった。新規に設立さ
れた外資企業数は同+1.26%の 1,045 社となった。1-2 月の累計を投資国･地域別で見ると、日本を含むア
ジア 10 ヶ国からの投資が前年同期比+11.58%の 169.37 億米ドル、うち、日本は同▲43.58%の 7.16 億米ド
ルと 1 月に続き大幅減。一方、韓国は同+223.62%の 8.34 億米ドルと大幅増。その他、米国が同+43.26%
の 7.11 億米ドル、EU が同▲13.82%の 10.46 億米ドルとなった。産業別では、サービス業が前年同期比
+25.54%の 106.06 億米ドル、製造業が同▲6.06%の 70.19 億米ドルと、サービス業が投資全体を押し上げ
る構造は不変。地域別では、東部が前年同期比+2.63%（153.04 億米ドル）、中部が同+75.02%（26.19 億
米ドル）、西部が同+28.98%（13.87 億米ドル）と、中西部が引き続き高い伸びを維持した。 
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（資料）中国外貨取引センター、中国人民銀行、上海証券取引所資料より三菱東京 UFJ 銀行国際業務部作成 

 
 
 

～来週の人民元は下値不安が強まると予想～ 

今週の中国人民元は 6.15 で寄り付いた後、軟調な推移が続いた。20 日には中国人民銀行が対ドル基

準値を前日比元安水準となる 6.1460 へ設定したことを受けて 2013 年 3 月以来となる 6.22 台前半を示

現。本稿執筆時点では 6.21 台前半での推移となっている。 

中国人民銀行は14 日に銀行間直物市場における人民元の対ドル変動許容幅を±1%から同2%へ拡大する

ことを発表した。17 日から実施されている。直近 1 ヶ月の人民元は約 1.6%下落したが、これは当局が人

民元の先高感を削ぐ為に 2 月中旬から為替介入を実施していたためとの見方が有力だ。元高期待の投機

的な動きは慎重にならざるを得ず、ポジションの調整が進んだ結果、人民元の下落が続いたとみられる。 

今回の発表において、中国人民銀行は「引き続き為替レートの双方向の弾力性を高めていくと共に、為

替レートを妥当で均衡のとれた水準に安定させる」と述べている。今後も人民元の段階的な改革が継続す

るとみられる上、資本勘定自由化の取組みも進められており、今後も中国への資本流入は続くであろう。

そのため、当方では中長期的にみて元高基調が続くとの予想は変更していない。ただ、足もとで続く調整

の動きを受けて短期的には元安圧力がかかりやすい。加えて FOMC を受け為替市場ではドルが底堅く推移

している。今月発表された経済指標が総じて不冴えであったことも人民元の重石になり、来週の人民元は

一時的に下値不安が強まると予想する。 

 （3月20日作成）（市場企画部市場ソリューション室 グローバルマーケットリサーチ） 
 
 

人 民 元 の 動 き 

RMB レビュー＆アウトルック

【金融・為替】 
◆2 月の外国為替資金残高 増加額は前月比大幅減 
中国人民銀行の 18 日の発表によると、2014 年 2 月
の外国為替資金残高は 29 兆 1,960 億元となり、前
月より 1,282 億元増加し、7 ヶ月連続の増加となっ
たものの、増加額は前月の 4,374 億元を大幅に下回
った。同残高は中国で人民元に両替された外貨量を
示し、残高の増加は海外からの資金流入量の増加を
表す。2 月の貿易赤字に加え、人民元レートの下落
等が資金流入の大幅減少に繋がったと見られる。 
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